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井
和
則
君
提
出
群
馬
社
会
保
険
事
務
局
職
員
に
よ
る
総
務
省
年
金
記
録
確
認
群
馬
地
方
第
三
者
委
員
会
委
員

へ
の
圧
力
問
題
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
群
馬
社
会
保
険
事
務
局
職
員
に
よ
る
総
務
省
年
金
記
録
確
認
群
馬
地
方
第
三
者
委
員
会

委
員
へ
の
圧
力
問
題
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
に
つ
い
て
は
、
合
計
で
十
一
回
行
っ
た
。
ま
ず
、
昨
年
十
二
月
二
十
五
日
午
後
に
、
社
会
保

険
庁
運
営
部
医
療
保
険
課
課
長
補
佐
（
以
下
「
医
療
保
険
課
課
長
補
佐
」
と
い
う
。
）
及
び
同
課
主
査
が
、
高
崎
社
会
保
険

事
務
所
長
室
に
お
い
て
、
群
馬
社
会
保
険
事
務
局
（
以
下
「
群
馬
局
」
と
い
う
。
）
の
年
金
課
長
（
以
下
「
年
金
課
長
」
と

い
う
。
）
、
昨
年
七
月
当
時
の
群
馬
局
の
保
険
課
課
長
補
佐
（
以
下
「
保
険
課
課
長
補
佐
」
と
い
う
。
）
及
び
群
馬
局
の
次

長
（
以
下
「
次
長
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
ま
た
、
社
会
保
険
庁
運
営
部
医
療
保
険
課
（
以
下
「
医
療
保
険
課
」
と
い
う
。

）
内
に
お
い
て
、
昨
年
七
月
当
時
の
群
馬
局
の
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
ヒ
ア
リ

ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
年
金
課
長
に
対
し
て
は
、
年
金
記
録
確
認
群
馬
地
方
第
三
者
委
員
会
（
以
下
「
群
馬

地
方
第
三
者
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
説
明
者
と
し
て
出
席
し
た
経
緯
、
御
指
摘
の
事
案
に
係
る
同
委
員
会
の
委
員
（
以
下

「
委
員
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
質
問
及
び
当
該
質
問
に
対
す
る
回
答
に
関
す
る
事
項
、
保
険
課
課
長
補
佐
に
対
し
て
は
、
委

員
の
事
務
所
を
訪
問
し
説
明
を
行
う
こ
と
と
し
た
経
緯
、
委
員
に
対
す
る
面
談
の
申
入
れ
及
び
委
員
と
の
や
り
取
り
に
関
す

一



る
事
項
、
次
長
及
び
局
長
に
対
し
て
は
、
年
金
課
長
が
同
委
員
会
で
行
っ
た
説
明
及
び
昨
年
七
月
当
時
の
群
馬
局
の
保
険
課

長
（
以
下
「
保
険
課
長
」
と
い
う
。
）
が
委
員
の
事
務
所
を
訪
問
し
て
行
っ
た
説
明
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。

次
に
、
昨
年
十
二
月
二
十
六
日
午
後
に
、
医
療
保
険
課
内
に
お
い
て
、
医
療
保
険
課
課
長
補
佐
及
び
同
課
主
査
が
、
保
険

課
長
に
対
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
委
員
の
事
務
所
を
訪
問
し
説
明
を
行
う
こ
と
と
し
た
経
緯
、
委
員

に
対
す
る
面
談
の
申
入
れ
及
び
委
員
と
の
や
り
取
り
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
。
こ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
更

に
詳
し
く
確
認
す
る
と
と
も
に
調
査
の
適
正
を
期
す
た
め
、
昨
年
十
二
月
に
調
査
を
行
っ
た
医
療
保
険
課
課
長
補
佐
と
は
別

の
医
療
保
険
課
課
長
補
佐
及
び
社
会
保
険
庁
総
務
部
サ
ー
ビ
ス
推
進
課
社
会
保
険
指
導
室
上
席
社
会
保
険
指
導
官
（
以
下
「

上
席
社
会
保
険
指
導
官
」
と
い
う
。
）
が
、
本
年
一
月
九
日
午
後
に
、
社
会
保
険
庁
内
会
議
室
に
お
い
て
、
本
年
一
月
二
十

八
日
午
前
に
、
医
療
保
険
課
内
に
お
い
て
、
保
険
課
長
に
対
し
て
、
再
度
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。

ま
た
、
昨
年
十
二
月
二
十
五
日
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
更
に
詳
し
く
確
認
す
る
た
め
、
同
日
午
後
に
、
医

療
保
険
課
内
に
お
い
て
、
医
療
保
険
課
課
長
補
佐
二
名
が
、
年
金
課
長
に
対
し
て
も
、
再
度
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。

最
後
に
、
本
年
一
月
三
十
一
日
午
後
に
、
社
会
保
険
庁
総
務
部
サ
ー
ビ
ス
推
進
課
長
室
に
お
い
て
、
社
会
保
険
庁
運
営
部

医
療
保
険
課
長
及
び
上
席
社
会
保
険
指
導
官
が
、
こ
れ
ま
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
最
終
的
に
確
認
す
る
た

二



め
、
局
長
、
保
険
課
長
及
び
保
険
課
課
長
補
佐
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
本
年
二
月
二
十
二
日
付
け
「
平
成
十
九
年
十
二
月
十
二
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員

会
に
お
け
る
指
摘
事
項
に
係
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
で
公
表
し
た
と
お
り
、
保
険
課
長
は
、
群
馬
地
方
第
三
者
委
員
会
に

お
け
る
委
員
の
質
問
に
対
し
、
事
実
に
即
し
て
説
明
を
行
っ
て
お
り
、
委
員
の
発
言
に
対
し
て
、
社
会
保
険
事
務
局
の
不
利

に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
発
言
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
事
実
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
保
険
課
長
が
「

「
収
納
率
を
意
識
し
た
遡
及
全
喪
」
と
言
わ
れ
る
と
職
員
が
勝
手
に
作
成
し
て
い
る
よ
う
に
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
」
と
説

明
し
た
こ
と
が
、
委
員
に
は
、
「
社
会
保
険
事
務
局
に
不
利
な
発
言
を
し
な
い
よ
う
に
」
と
の
趣
旨
と
受
け
止
め
ら
れ
た
可

能
性
は
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

本
年
三
月
七
日
午
後
に
、
群
馬
地
方
第
三
者
委
員
会
事
務
室
に
お
い
て
、
総
務
省
行
政
評
価
局
行
政
相
談
課
長
及
び
群
馬

行
政
評
価
事
務
所
長
が
、
委
員
に
対
し
て
、
昨
年
七
月
十
七
日
に
群
馬
局
の
職
員
が
当
該
委
員
の
事
務
所
を
訪
問
し
説
明
を

行
っ
た
際
の
発
言
内
容
及
び
そ
れ
を
圧
力
と
感
じ
た
か
否
か
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
を
行
っ
た
。

三



四
に
つ
い
て

ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
、
委
員
か
ら
は
、
群
馬
局
の
職
員
か
ら
は
保
険
料
の
収
納
率
を
上
げ
る
た
め
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

社
会
保
険
が
喪
失
す
る
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
と
委
員
会
で
発
言
し
て
い
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
言
わ
な
い
よ
う
に
と
の
発

言
が
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
こ
と
、
当
該
職
員
の
発
言
に
つ
い
て
圧
力
と
感
じ
た
こ
と
、
当
該
職
員
の
発
言
に
よ
っ
て
そ

の
後
の
群
馬
地
方
第
三
者
委
員
会
に
お
け
る
自
分
の
発
言
に
影
響
は
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
問
題
を
あ
ま
り
大
き
く
し
た
く

な
い
こ
と
と
の
回
答
を
得
た
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

�
添
厚
生
労
働
大
臣
が
、
本
年
三
月
二
十
六
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
社
会
保
険
庁
と
総
務
省
の
調
査

に
係
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
精
査
す
る
と
の
答
弁
を
行
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
現
在
、
そ
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
検
討
中
で

あ
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
本
年
三
月
二
十
一
日
時
点
に
お
い
て
、
一
日
当
た
り
平
均
約
千
二
百
件
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

四



本
年
三
月
末
ま
で
に
送
付
し
た
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
の
送
付
対
象
者
の
う
ち
、
年
金
受
給
者
の
数
は
約
三
百
万
人
で
あ

る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
七
十
五
歳
以
上
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
把
握
し
て
い
な
い
。

九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
納
付
す
る
者
は
、
介
護
保
険
制
度
に
お
い
て
、
六

十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ
る
第
一
号
被
保
険
者
の
約
八
割
が
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
、
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
約
八
割
に
当
た
る
千
万
人
程
度
と
推
計
し
て
い

る
。

五


